
※１ 税額控除は、税額の20％が限度。
但し、４年間の繰り越しが可能。

研究開発

税制(法39条)

特別償却
又は

税額控除
（法37条）

（１）被災地の雇用機会の確保のための税制上の特例措置 （期限：平成32年度末まで）

選択
適用

（３）出資に係る所得控除(法42条) （期限：平成32年度末まで）

新設法人（※4）の再投資等準備金積立額
の損金算入（指定後５年間、所得金額を限度）

再投資等した場合には即時償却
（再投資等準備金残高を限度）

※４ 雇用に大きな被害が生じた地域を有する地方公共団体が設定する復興産業集積区域内に限る。

い
ず
れ
か
選
択
適
用

法人税等の
特別控除

(法38条)

（２）被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等(法41条) （期限：平成32年度末まで)

※３ 指定後５年間、税額の２０％が限度

括弧内は福島県の率

投資規模要件

大企業 中小企業者等

初年度
3億円

①初年度30百万円又は
②最大3年間で50百万円

※２ テナント建物の構造要件については、
「まちなか再生計画」に位置付けられた
場合には、非耐火構造でも対象。

開発研究用資産について
特別償却（上記法３７条の機械装置に係る特別償却率と同じ）

左記開発研究用資産の償却費の一部を税額控除
（税額の４０％が限度）

復興特区における税制上の特例措置・利子補給金制度

新規立地
促進税制

(法40条)

括弧内は福島県の率

住宅に大きな被害が生じた地域の復興居住区域内における被災者向け優良賃貸住宅供給事業者に対し、特別償却（25％）又は税額控除（※５）（８％）
（※５ 税額の20％が限度。但し、４年間の繰り越しが可能。 ）

まちづくり会社や特産品開発等地域の復興に貢献する事業を行う者として指定された株式会社（復興指定会社）への個人の出資に係る所得控除（指定
後５年間）

特別償却
取得等時期

資産等区分

H28.4.1～
H31.3.31

H31.4.1～
H33.3.31

機械装置 ５０% (即時償却) ３４% (即時償却)

建物等※２ ２５% (25%) １７% (25%)

税額控除（※１)

取得等時期

資産等区分

H28.4.1～
H31.3.31

H31.4.1～
H33.3.31

機械装置 １５% (15%) １０% (15%)

建物等 ８% (18%) ６% (18%)

雇用等している被災者に対する給与等支給額の税額控除（※３）

指定日 H28.4.1～H31.3.31 H31.4.1～H33.3.31

控除率 １０% (10%) ７% (10%)

１．税制上の特例措置

復興産業集積区域内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者又は法人（「新規立地促進税制」
は法人のみ）を対象とした以下の措置。

（４）地方公共団体の地方税に係る課税免除又は不均一課税による減収に対する補填措置(法43条) （期限：平成32年度末まで）

復興産業集積区域内における（１）の地域の雇用機会の確保に寄与する事業に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課
税を行った場合の地方公共団体の減収に対し、震災復興特別交付税により補塡。（事業税・固定資産税は投資から５年）

２．復興特区支援利子補給金制度(法44条)

復興の中核となる事業実施者による指定金融機関からの資金借入れに対する利子補給（５年間、補給率０.７％以内）

（H32.4.1以降に取得等するものについては、特別償却（17%）又は税額控除※5(6%)（福島県除く））
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経済的波及効果の高
い企業立地等によりＡ
市の雇用創出に寄与

東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくさ
れ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域

復興推進計画作成地方公共団体が、各種データや調査結果
に基づき同計画において特定し、国が認定する。

復興産業集積区域（戦略的に特定の業種の集積を推進する区域）

復興推進計画作成地方公共団体が、
同計画において定める

①新規立地新設企業５年間無税(法人のみ)

＝

＝

②投資に係る特別
償却・税額控除

③雇用している被
災者への給与等支
給額の10%を税額
控除

④研究開発税制
の特例

復興産業集積区域

復興産業集積区域 通勤

Ａ市

Ｂ市

Ｃ町

通勤可能圏への企
業立地等によりＡ市
の雇用創出に寄与

日常的取引
関係等

※Ｂ市又はＣ町が特例の
対象となるのは、

・県がＡ市とＢ市又はＣ町
を区域に含む計画を作成
する場合

・Ａ市とＢ市又はＣ町が共
同で計画を作成する場合

産業集積関係の税制上の特例の対象となる地域のイメージ

⑤地方税の課税免
除又は不均一課税
に伴う措置
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復興産業集積区域における機械等に係る特別償却又は税額控除 特区法３７条

特別償却・税額控除の率（特別償却と税額控除は選択適用）

特別償却 税額控除

H28.4.1～
H31.3.31

H31.4.1～
H33.3.31

H28.4.1～
H31.3.31

H31.4.1～
H33.3.31

機械・装置 50％ 34％ 15％ 10％

建物・構築物 25％ 17％ 8％ 6％

(※３）

(※４)

平成33年３月31日までの間に、指定を受けた個人事業者又は法人（※１）が復興産業集積区域において

取得等した事業用設備等について、特別償却又は税額控除ができる。

○ 機械・装置 ：取得価格の50％又は34％の特別償却、15％又は10％の税額控除（※２）

○ 建物・構築物 ：取得価格の25％又は17％の特別償却、8％又は6％の税額控除（※２）

○ 建築物整備事業の対象資産要件（（１）又は（２）のいずれか）

(※３) 福島県：H28.4.1～H33.3.31即時償却、税額控除15％
(※４) 福島県：H28.4.1～H33.3.31特別償却25％、税額控除8％

※ 本措置＜法３７条＞、被災者雇用の特別控除＜法３８条＞、新規立地促進税制＜法人のみ、法４０条＞はいずれかの選択適用

（１） 耐火建築物であること、かつ、次のいずれかを満た
すこと

・延べ面積 1500㎡以上
・地上階数３以上・屋上広場
・公共施設用土地面積割合 100分の30以上
・利便増進施設の整備費用額 5000万円以上

（２） 「まちなか再生計画」に位置付けられた賃貸用建築物
であること（非耐火建築物であっても可）、かつ、次のい
ずれかを満たすこと

・延べ面積 750㎡以上
・公共施設用土地面積割合 100分の30以上
・利便増進施設の整備費用額 2500万円以上

＜平成28年度税制改正で追加＞

（※１） 東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用
機会の確保に寄与する事業等を行う者として指定を受けた個人事業者又は法人。

（※２） 当期の税額の20％相当額を限度。なお、20％相当額を超えた部分の金額については、４年間、繰越控除できる。
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復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除の特例

平成33年３月31日までに指定を受けた個人事業者又は法人（※１）が、指定を受けた日から５年の

間の復興産業集積区域内の事業所における被災雇用者等（※２）に対する給与等支給額の10％又は

７％（※３）を税額の20％を限度として控除できる。

（※１）東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における
雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた個人事業者又は法人。

（※２）雇用されている被災者。被災者は次のいずれか。
① 平成23年３月11日時点で特定被災区域内の事業所で勤務していた者
② 平成23年３月11日時点で特定被災区域内に居住していた者

税額の20％を限度

×10％又は７％（※３）

法
人
税
額

納税額

※

個
人
事
業
者
の
場
合
は
所
得
税
額

被災雇用者等
に対する

給与等支給額

相当する額を
税額控除

特区法３８条

H28.4.1～H31.3.31 H31.4.1～H33.3.31

控除率（※４） 10％ ７％

（※４） 福島県：H28.4.1～H33.3.31 10％

（※３）控除率は下表のとおり

※ 本措置＜法３８条＞、新規立地促進税制＜法人のみ、法４０条＞、機械等に係る特別償却等＜法３７条＞はいずれかの選択適用。 13



(１) 平成33年３月31日までの間に指定(※１）を受けた特定復興産業集積区域内に本店を有する法人（復
興推進計画認定日以降に設立）が、指定の日から同日以後５年が経過する日までの期間内の日を含
む各事業年度において、所得金額を限度として再投資等準備金として積み立てたときは、その積立額
を損金の額に算入できる。

(２) 特定復興産業集積区域内で機械又は建物等に再投資等を行った事業年度において、準備金残高
を限度に特別償却（即時償却）できる。（なお、準備金の取崩し期間は５年間。）

（※１）指定を受ける際の主な要件

特定復興産業集積区域における新規立地促進税制

指定を受ける際の投資規模要件 Ｈ28税制改正前（Ｈ28.3.31以前指定） Ｈ28税制改正後（Ｈ28.4.1以降指定）

大企業
指定を受ける事業年度に３億円

（下図のＡパターン）
同左

中小企業者等
指定を受ける事業年度に３千万円

（下図のＡパターン）
最大３事業年度内で５千万円でも可（※２）

（下図のＢパターン）

再投資等準備金として積立て（損金算入）
再投資等
準備金

損
金
算
入

限
度
額

再投資等準備金として積立て（損金算入）

設
備
投
資
額

所
得
の

圧
縮

最長３事業年度以内に５千万円以上 ⇒再投資等準備金が積立可能に

Ｂ.複数年度投資

所
得
の

圧
縮

損
金
算
入

限
度
額

３千万
円以上

設
備
投
資
額

Ａ.単年度投資

選択

※本措置＜法人のみ、法４０条＞、機械等に係る特別償却等＜法３７条＞、被災者雇用の特別控除＜法３８条＞はいずれかの選択適用。

再投資等
準備金

積立可能期間：６事業年度 積立可能期間：（６―（Ｎ―１））事業年度
Ｎ：投資期間（事業年度）

特区法４０条

（※２） 下図Ａパターンの要件を満たしていない場合であっても、
指定日を含む事業年度開始の日から３年間で5,000万円以
上の投資をしている場合には、その投資額の累計が5,000
万円に達した事業年度以後に適用可能

① 特定復興産業集積区域を規定する復興推進計画の認定の日以後に設立されたこと（法第40条第１項）

② 特定復興産業集積区域内に本店を有すること（規則第17条第１項第１号）

③ 認定復興推進計画に記載された事業のみを行う法人であること（規則第17条第１項第１号）

④ 積立てを行う事業年度において特定復興産業集積区域外に事業所等を保有しないこと（規則第17条第１項第２号）

ただし、以下の要件等を満たす事業所は、本店のある特定復興産業集積区域外へ設置することが可能（規則第17条第１項第10号）【Ｈ26税制改正対応】

（イ）法人の主たる業務以外の業務を行う事業所であること
（ロ）その事業所の業務を行う従業員数の合計が、法人の常時使用全従業員数の30％又は２人のいずれか多い人数以下であること

⑤ 被災者を５人以上雇用し、かつ、給与等支給額の総額が1,000万円以上であること（規則第17条第１項第４号・第５号）

⑥ 【Ｈ28税制改正対応】指定を受ける際の投資規模要件（規則第17条第１項第３号）

14



復興産業集積区域における研究開発税制の特例等 特区法３９条

(１) 平成33年３月31日までの間に復興産業集積区域において、指定を受けた個人事業者
又は法人（※１）が取得等 した開発研究用減価償却資産について、普通償却限度額に加え、
取得価額の50％まで特別償却ができる（※２） 。

(２) (１)の対象となる開発研究用減価償却資産の償却費について、研究開発税制を適用し
税額控除も可能（※３）。

（１） 減価償却 （２） 研究開発税制の特例

特別
償却
50％
(※２)

特別試験研究費等の
20%又は30%

納税額

法
人
税
額

５%を限度として
税額控除

35%を限度として
税額控除＋

普通償却

償
却
費

試験研究費の
6～14%

（中小企業は12～17%）

（※１） 東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確
保に寄与する事業を行う者として指定を受けた個人事業者又は法人。

（※２）平成31年４月１日から平成33年３月31日までは34％。ただし、福島県においては即時償却。
（※３） 現行の研究開発税制は、償却費の６～14％（中小企業者等は12～17％）を税額控除（法人税額の35％を上限）。さらに、大学等との

共同研究等の特別試験研究費がある場合、当該研究に係る償却費の30％又は20％を税額控除（法人税額の５％を上限）。指定事業
者の開発研究については、償却費を特別試験研究費の額とみなしその20％を税額控除（法人税額の５％を上限）することが可能。
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